
定額減税により所得税の減税が実施された方は「定額減税の内訳」を表示しています。 

なお、控除外額は控除しきれなかった額です。 

（定額減税については、下記の「定額減税について」をご覧ください。また、控除しき

れなかった額のお取り扱いについては、お住いの市区町村にお問い合わせください。） 

定額減税について 

・令和６年６月以降に支払われた令和６年分の年金から源泉徴収される所得税については、受給者本人および 

 扶養親族１人につき３万円（減税額）を控除する減税が実施されています。 

・令和６年中に扶養親族の異動等があった方は、確定申告により最終的な減税額との精算がされます。 

 確定申告を行う必要があるかは最寄りの税務署にお問い合わせください。 


